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議員提出議案第17号 

   無年金者対策の推進を求める意見書 

 上記の議案を提出する。 

  平成28年10月14日 

            提出者 

                 ６番 伊藤 よしのり  １６番 秋 本 とよえ 

                ２２番 大 高   拓  ２４番 筒井 たかひさ 

                ２５番 平田 みつよし  ２９番 く ぼ 洋 子 

                ３１番 中 村 しんご  ３２番 黒柳 じょうじ 

                ３３番 上 原 ゆみえ  ３４番 出口 よしゆき 

                ３９番 米 山 真 吾 

   安 西 俊 一  殿 

  

   無年金者対策の推進を求める意見書 

 年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制し

ていく観点から、平成24年２月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に明記さ

れたものである。 

 平成19年の調査における、無年金見込者を含めた無年金者数は、最大118万人であり、こ

のうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されている。 

 一方、厚生労働省は、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の約４割にあた

る17万人が受給権を得る可能性があるとしている。 

 諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えば、アメリカ、イギリスは

10年、ドイツは５年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は

他国に比べ明らかに期間が長いことが読み取れる。 

 安倍総理は本年６月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却

し、経済の好循環を確実にするため、平成29年４月に予定していた消費税率10％への引き

上げを２年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、本年８月に示

された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたとこ
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ろである。 

 こうした中、政府は９月26日の臨時閣議において、年金の受給資格を得るのに必要な保

険料納付期間を25年から10年に短縮する関連法案を決定のうえ、臨時国会に提出したとこ

ろであるが、今後の確実な実施が求められる。 

 よって本区議会は政府に対し、必要な財源の確保を含め、安心の社会保障の実現を図る

ため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求めるものである。 

記 

１ 無年金者対策は喫緊の課題であることから、年金の受給資格期間を25年から10年に短

縮する措置について、平成29年度中に確実に実施できるよう必要な体制整備を行うこと。 

２ 低年金者への福祉的な措置として最大月額5,000円（年６万円）を支給する「年金生活

者支援給付金」等については、財源を確保した上で、できるだけ早期の実施をめざすこ

と。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  


